
　
保
険
料
を
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、
障
が
い

や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
故
が
発
生
す
る

と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

に
は
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
さ
れ

る
「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
納
付
猶
予
制

度
」
が
あ
り
ま
す
の
で
、
役
場
保
険
年
金
課

窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間

　
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
申
請
の
受
け
付

け
は
、
７
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
、
令
和
８

年
７
月
か
ら
令
和
９
年
６
月
分
ま
で
の
期
間

を
対
象
と
し
て
審
査
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、
過
去
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
申
請

日
の
２
年
１
カ
月
前
ま
で
申
請
で
き
ま
す
。

▼
注
意
事
項

　
未
納
期
間
が
あ
る
方
な
ど
は
、
役
場
保
険

年
金
課
窓
口
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※�

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
す
る
と
、
延
滞

金
が
課
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
納
付
義
務

の
あ
る
方
（
被
保
険
者
本
人
、
配
偶
者
お

よ
び
世
帯
主
）
の
財
産
が
差
し
押
さ
え
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
提
出
書
類

⑴�
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
）

⑵�
窓
口
に
来
庁
さ
れ
る
方
の
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、

旅
券
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
在
留
カ
ー
ド

な
ど
）

⑶�

基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
書
類
（
年
金
手

帳
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
な
ど
）
を
ご

持
参
の
上
、窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※�

失
業
な
ど
を
理
由
と
す
る
場
合
は
、
雇
用

保
険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど
を
持
参
く
だ

さ
い
。

　

制
度
や
申
請
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

保
険
年
金
課
窓
口
ま
た
は
日
本
年
金
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

・�

土
浦
年
金
事
務
所　
国
民
年
金
課
（
土
浦

市
小
松
１
︲
３
︲
33
ハ
ト
リ
ビ
ル
１・
２

階
）

　
☎
０
２
９
‐
8
２
５
‐
1
1
7
0

　
自
動
音
声
に
従
っ
て【
２
】の
あ
と
に【
２
】

を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

保
険
年
金
課　
医
療
年
金
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
1
7
7
）

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
の
申
請
に
つ
い
て

暮らしの情報欄

▶第１次試験　　書類選考（履歴書・エントリーシート）
　　　　　　　　※第２次試験・第３次試験については、合格者に別途通知します。

▶給与（基本給）一般行政職　高校卒２０万３００円　短大卒２１万６, ５００円　大学卒２３万２, ０００円
　　　　　　　　※学校卒業後、一定の経験年数がある方は、上記金額（令和８年４月１日現在）に一定額が加算されます。
　　　　　　　　（その他、各種手当あり）

▶申込方法　　　�６月２２日（月）から、総務課人事給与係で申込書類を配布します。また申込書類は町公式ホームページに
掲載しますので、必要事項を記入のうえご提出ください。

　　　　　　　　※郵送請求も可。詳細はお問い合わせください。

▶申込期間　　　７月１日（水）～８月３日（月）８：３０～１７：１５（土・日、祝日を除く）
　　　　　　　　※郵送申し込みの場合は、８月３日（月）必着

▶問い合わせ　　総務課　人事給与係　☎６８－２２１１（内線３１２）
　　　　　　　　※詳細は、６月２２日以降に町公式ホームページをご確認ください。

令和９年４月１日採用　利根町職員を募集します！！ 

試験概要

  募集区分 予定員数 受　験　資　格　な　ど

一般行政職
（一般事務） 若干名 平成 12年４月２日以降に生まれた方で、高等学校、短期大学、または

大学を卒業した方（令和９年３月卒業見込みの方を含む）

【積極採用枠】
一般行政職

（土木事務）
（建築事務）

若干名

主として、土木事務または建築事務の業務に従事
平成３年４月２日以降に生まれた方で、高等学校、短期大学または大学で
土木または建築に関する学部・学科を卒業した方

（令和９年３月卒業見込みの方を含む）

▼
可
燃
ご
み
の
処
理
状
況
に
つ
い
て
（
表
1
）

　
龍
ケ
崎
市
・
利
根
町
・
河
内
町
か
ら
排
出
さ

れ
た
可
燃
ご
み
の
焼
却
量
は
、
令
和
7
年
度
は

32354




ｔ
で
、
令
和
６
年
度
と
比
較
し
て

288


t
減
少
し
ま
し
た
。
ま
た
、
令
和
7

年
度
は
設
備
の
故
障
に
よ
り
、
焼
却
灰
お
よ
び

飛
灰
416


ｔ
を
外
部
搬
出
し
た
こ
と
も
あ

り
、
最
終
処
分
場
へ
の
埋
立
量
は
、
令
和
7

年
度
は
2359



㎥
で
、
令
和
６
年
度
と
比
較

す
る
と
381


㎥
減
少
し
ま
し
た
。

　
引
き
続
き
、
ご
み
の
減
量
に
ご
協
力
を
お
願

い
致
し
ま
す
。

▼
排
ガ
ス
の
測
定
結
果
に
つ
い
て
（
表
2
）

　
ご
み
焼
却
施
設
に
お
け
る
排
ガ
ス
中
の
有
害

物
質
の
測
定
を
、
令
和
7
年
度
中
に
4
回
（
ダ

イ
オ
キ
シ
ン
類
は
2
回
）
実
施
し
ま
し
た
。

　
測
定
結
果
は
、
い
ず
れ
の
項
目
に
お
い
て
も

国
の
排
出
基
準
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
ま
し

た
。
今
後
と
も
「
く
り
ー
ん
プ
ラ
ザ・龍
」
は
、

周
辺
住
民
の
皆
さ
ま
方
に
安
心
し
て
い
た
だ
け

る
よ
う
に
、
公
害
防
止
対
策
に
万
全
を
期
す
る

と
と
も
に
、
公
害
自
動
監
視
盤
で
有
害
物
質
測

定
値
を
常
時
表
示
す
る
な
ど
、
開
か
れ
た
施
設

と
し
て
運
転
管
理
を
行
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

　
龍
ケ
崎
地
塵
芥
処
理
組
合　
管
理
課
施
設
G

　
☎
０
２
９
７
‐
60
‐
１
７
７
７

く
り
ー
ん
プ
ラ
ザ
・
龍
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
重
度
心
身
障
が
い
者・父
子
家
庭
の
父
子・

母
子
家
庭
の
母
子
と
し
て
、
医
療
福
祉
費
支

給
制
度
（
マ
ル
福
制
度
）
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
方
の
資
格
は
、
毎
年
６
月
末
日
で
更
新

と
な
り
ま
す
。

　
７
月
か
ら
の
資
格
は
、
前
年
の
所
得
や
世

帯
状
況
を
確
認
後
、
該
当
・
非
該
当
に
か
か

わ
ら
ず
、
判
定
の
結
果
を
６
月
下
旬
に
通
知

し
ま
す
。

▼
対
象
者　

【
重
度
心
身
障
が
い
者
】

①�

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
、
２
級
、
内
部
障

害
３
級
の
方

②
療
育
手
帳
Ａ
ま
た
は
Ⓐ
の
方

③
障
害
年
金
１
級
の
方

④�

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
方
な
ど

※�

65
歳
以
上
の
方
は
「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
被
保
険
者
」
に
限
り
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
子
・
父
子
】

　
子
が
18
歳
に
な
る
学
年
末
ま
で

※�

重
度
障
が
い
の
場
合
お
よ
び
高
校
在
学
の

場
合
は
20
歳
ま
で

▼
更
新
の
判
定
結
果
が
「
該
当
」
の
方

　
７
月
１
日
か
ら
お
使
い
い
た
だ
く
受
給
者

証
を
、
６
月
下
旬
に
送
り
ま
す
。

▼
更
新
の
結
果
が
「
非
該
当
」
の
方

　
来
年
の
６
月
3０
日
ま
で
助
成
の
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。
非
該
当
と
な
る
旨
の
通
知
を
送

り
ま
す
。

　
な
お
、
次
年
度
の
更
新
に
つ
い
て
は
自
動

的
に
判
定
を
行
い
ま
す
。

重
度
心
身
障
害
者
・
ひ
と
り
親
家
庭
の
医
療
福
祉
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
へ

▼
窓
口
で
更
新
手
続
き
が
必
要
な
場
合

  

左
記
の
手
続
き
が
必
要
な
方
に
は
、
６
月

中
に
案
内
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
記
載
内
容

を
確
認
の
う
え
、
役
場
保
険
年
金
課
ま
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

①�

令
和
８
年
１
月
１
日
時
点
で
、
所
得
判
定

に
必
要
な
方
の
住
民
登
録
が
利
根
町
に
な

い
方
。（
転
入
し
た
方
な
ど
）

②�

所
得
判
定
に
必
要
な
方
の
、
令
和
７
年
中

の
確
定
申
告
ま
た
は
町
・
県
民
税
申
告
が

お
済
み
で
な
い
方
。

▼
問
い
合
わ
せ

　
保
険
年
金
課　
医
療
年
金
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
1
7
6
）

新
し
い
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す

1415 令和 8年 6月（No.747）令和 8年 6月（No.747）

項　目 単位 令和6年度 令和7年度
可燃物焼却量 ｔ 32,642 32,354
焼却灰・飛灰の溶融処理量 ｔ 2,481 2,099
灰の外部搬出量（焼却灰・飛灰） ｔ ー 416
埋立量（スラグ ･ ダスト固化物 ･
不燃残渣 ･ 土）※ ㎥ 2,740 2,359

埋立累計量 ㎥ 90,859 93,218
埋立残余容量　 ㎥ 27,541 25,182

項　目 単位 国の排出基準 令和6年度 令和7年度
ばいじん量 g ／㎥Ｎ 0.15 以下 0.002 0.002 
硫黄酸化物 ppm 3,220 以下 ３ 4
塩化水素 ppm 　430 以下 17 22
窒素酸化物 ppm 250 以下 28 23
一酸化炭素 ppm 100 以下 5 5

ダイオキシン類 n g - T E Q
／㎥ N 5 以下 0.0004 0.0023

※�測定値が定量下限値未満の場合は、定量下限値を測定値とみなして平均値
を算出しています。

※ダイオキシン類の測定結果は 2 回の平均値です。
　ng（ナノグラム）：10 億分の 1 グラム
　N （ノルマル）：0℃、1 気圧に換算した時の値
　ppm（パーツ パー ミリオン）：百万分の 1 を表す割合の単位
　TEQ（ティー イー キュー）：�ダイオキシン類全体に含まれる毒性の強さを表す

表 1　可燃ごみ処理状況

表 2　排ガス測定結果（4 回の平均値）

※最終処分場の埋立容量は 118,400㎥です。
※�令和 6 年度に実施した最終処分場の測量結果に基づき一部の数値について

は見直しをしています。※地方公務員法第 １６ 条（欠格事項）に該当する方は、 受験できません。


